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宮崎県農政水産部長殿

平 成 ２ ２ 年 ５ 月 ２ ２ 日

農林水産省消費・安全局動物衛生課長

移動制限区域の特例（区域内から、県有種雄牛の移動）により移動させた種

雄牛６頭のうち、ＰＣＲ検査で陽性となった１頭を除く５頭の取扱いに関

する協議について

貴職より平成２２年５月２２日付け２６５-１２８８で照会のあった移動制限区域

の特例（区域内から県有種雄牛の移動）により移動させた種雄牛（ＰＣＲ検査で陽性

となった１頭を除く）の取扱いに関しては、妥当と判断されますので、引き続き、家

畜伝染病予防法（昭和２６年５月３１１ヨ法律第１６６号）及び口蹄疫に関する特定家畜

伝染病防疫指針（平成１６年１２月１日農林水産大臣公表）に基づき、円滑な対応方

よろしくお願いします。


